
令和５年第７回南知多町議会定例会（二日目） 議事日程 

                      日  時 令和５年９月７日 

                            午前９時３０分 

                      場  所 南知多町議場 

日程第１  一般質問  



令和５年第７回南知多町議会定例会

一 般 質 問 一 覧 表

令和５年９月

質問順位 質 問 議 員 質 問 内 容

１ 石垣菊蔵

１ 住民の大切な命を守るための津波避難場所、避難

経路確保のための周辺整備を

２ ア フ タ ー コ ロ ナ に お け る 新 た な 生 活 支 援 策

に つ い て  

３  自転車乗車用ヘルメットの購入補助の実現を

２ 榎戸陵友 １ 積極的に企業や新事業者の誘致を

３ 内田  保

１ つながりを育む文化行政を充実させるために

２ 安心して産み子育てできる南知多にするために  

３  安心して生活できる防災・交通安全の条件整備を

４  住民基本台帳法を守り、個人情報の保護のために

４ 吉原一治
１ 愛知県水産振興計画と本町の漁業振興について

２ 漁業を夢のある産業に

５ 森  宏子
１ 公共施設の使用と内海観光センター建築計画に

ついて

６ 服部光男
１ 水害対策及び避難所対応について

２ 本町のマイナンバーカードの現状は



№１ 

議会事務局 

処 理 欄 

令和５年８月１１日受付 

質 問 順 位 第 １ 番 

令 和 ５ 年 ８ 月 １ １ 日

 南 知 多 町 議 会 議 長  殿 

南知多町議会議員 

 石 垣 菊 蔵 印 

一 般 質 問 通 告 書 

質 問

事 項

質問の要旨（詳細・具体的に記入） 希 望

答弁者

一

住
民
の
大
切
な
命
を
守
る
た
め
の
津
波
避
難
場
所
、
避
難
経
路
確
保
の
た
め
の
周
辺
整
備
を

町
長
・
副
町
長
・
担
当
部
課
室
長

南知多町の津波防災マップ 豊浜地区の津波一次避難場所の一つ

に、豊浜中洲地区の大久郷（道路上）が指定されています。過去には、

国道２４７号線の東西が遮断されたときの緊急避難路として、拡幅を

との要望をしたこともあったと記憶しているが、桜公園周辺道路の整

備も進み、そこまでを求めて質問をするものではありません。大久郷

のこの町道３０２８号線は、軽自動車が通行できる道路であって、散

策路としての利用もあり、津波一次避難場所の標識地点では標高２６

ｍ余りあり、そして豊浜地区住民の避難経路であるばかりか、背後の

農道は国営農地開発事業 初神第一団地内の中洲ケ丘に通じており、

その標高は７０ｍ近くあることから、想定外の大津波に襲われても十

分、安全・安心が担保されています。３ヶ月前に日本を縦断した台風

２号により町内でも多くの土木被害を受けました。この大久郷の避難

路でも小規模な土砂崩れが発生し一時通行できなくなりました。そこ

で、住民の大切な命を守るために指定されている、安全であるべき津

波一次避難場所への避難路について質問します。 

① 町内で、町道３０２８号線のように、ここ数年間において、落石

や小規模な土砂崩れの発生している津波一次避難場所への避難路

はどれだけあるのか。 



№２ 

質 問

事 項

質問の要旨（詳細・具体的に記入） 希 望

答弁者

町
長
・
副
町
長
・
担
当
部
課
室
長

② 津波一次避難場所への避難路については、定期的な安全確認をど

のようにしているのか。 

③ 豊浜中洲地区の大久郷の避難路については、特に一次避難場所

の看板付近から下側において、過去に何度となく落石が発生して

います。地元区民からは、その都度、町に通報をしていると聞い

ているが、この事例の報告記録はあるのか。また、どのように対

応してきたか。 

④ この避難路には、一部区間に擁壁と落石防止柵が設置されてい

るが、どのような対策事業で実施したものか。 

⑤ 避難路に擁壁や落石防止柵が必要だと考えられる箇所は町内に何

か所あるのか。 

⑥ この道路は、避難路としてのみならず、その先の国営農地（初

神第一団地）へつながる道路として、この地区の住民にとって大

変重要な役割を担っており、住民の安全・安心を考慮して、早急

にのり面対策が必要である。 

  しかしながら、人家もなく、これまでは治山工事の対象となら

なかった箇所となっている。このような箇所でののり面対策は、

近年、どのように対応しているのか。また、この箇所においては、

どのように対応していくのか。 



№３ 

質 問

事 項

質問の要旨（詳細・具体的に記入） 希 望

答弁者

二

ア
フ
タ
ー
コ
ロ
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に
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け
る
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な
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活
支
援
策
に
つ
い
て

町
長
・
副
町
長
・
担
当
部
課
室
長

 大型連休が明けた５月８日に新型コロナウイルス感染症

の位置づけが季節性インフルエンザと同じ５類に移行しま

した。このことからもようやくアフターコロナに転換したと

も言えます。 

 しかし、ロシアによるウクライナ侵攻により液化天然ガス

などのエネルギー価格の高騰による電気料金の値上げもあ

り、経済の先行きへの不安も重なり、小麦などの穀物始め金

属など幅広いものにまで価格高騰が続いており、町民の生活

や食にまで大きな影響を及ぼしています。 

 近隣町の家計への支援策のひとつとして、武豊町では区加

入世帯に旧可燃ごみの指定ごみ袋を２０枚配布しました。同

様に美浜町では旧可燃ごみの指定ごみ袋を各世帯に４５ を

５０枚、３０ を２０枚配布し住民に対する生活支援策をお

こないました。 

 南知多町においては、ごみの減量と新たな体系での有料化

に伴い、使い残しのあった指定ごみ袋を、令和３年度中に販

売店や地域住民から払い戻しを行ったと聞いています。南知

多町においても、旧可燃ごみ専用の指定ごみ袋を、各家庭へ

のアフターコロナにおける新たな支援策として配布の検討

をしていただきたく、次の質問をします。 



№４ 

質 問

事 項

質問の要旨（詳細・具体的に記入） 希 望

答弁者

町
長
・
副
町
長
・
担
当
部
課
室
長

① 一般廃棄物処理実態調査によると、南知多町内の家庭から排出

される 1 人１日当たりのごみ量は、愛知県内においてはワースト

２で、令和２年度が 965 グラム、令和３年度が 554 グラムでした。

急激に排出量が減った要因としては、容器包装等の分別方法の変

更に伴う減と考えられるが、まだまだ減量化を進める必要がある

と考えます。直近の令和４年度分の調査結果がまだ出ていないと

のことですが、ワースト２返上のためのごみ減量施策として現在

まで何をおこない、今後のごみ減量化を更に進めるための新たな

施策は検討しているのか。また、ごみ減量化のための広報などの

実施状況はどうか。 

② 家庭から排出される 1 人１日当たりのごみ量ワースト２返上

のために、地域の住民の皆さんにも協力をしていただいて一定の

成果が出ています。知多南部広域環境組合の構成市町におけるコ

ロナ禍、アフターコロナの支援策として、美浜町と武豊町が旧可

燃ごみ指定ごみ袋の配布をおこないました。美浜町の施策にお

いては一般的な家庭のごみ排出量から推測すると半年程

度の支援策となっていると考えます。現在の指定ごみ袋制

度については、指定ごみ袋にごみ処理に係る経費を賦課し

ていることは重々承知していますが、近隣の知多南部広域

環境組合を構成する２町が支援策を実施し、そして、可燃

ごみの減量に対する町民の意識も高まっているところか

ら、本町においても各家庭に無料配布を行うことで、電気

料金の値上げなどひっ迫する家計への支援をすることは

できないか。 



№５ 

質 問

事 項

質問の要旨（詳細・具体的に記入） 希 望

答弁者
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 改正道路交通法の施行により、令和５年４月１日から、す

べての自転車利用者に対して乗車用ヘルメットの着用が努

力義務化されました。愛知県では、既に「自転車の安全で適

切な利用の促進に関する条例」により、令和３年１０月１日

から、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化

されています。令和４年中に愛知県内の自転車が要因となっ

た死傷者数は５，７９８名で、そのうち２０名もの尊い命が

失われています。そこで愛知県の自転車乗車用ヘルメット購

入補助制度の活用と、自転車乗車用ヘルメット着用の普及啓

発活動について質問します。 

① 中日新聞８月９日朝刊の県内版に、愛知県の自転車乗車

用ヘルメットの購入費用の補助制度が掲載されました。こ

の補助制度は、令和３年４月から実施されています。この

制度について町民からの問い合わせはあったか。 

② この補助制度については、ヘルメットの購入費用の２分

の１の補助で、上限はヘルメット１個につき２，０００円

としております。財源の内訳としては県が２，０００円の

うち２分の１の１，０００円を、残りの１，０００円を町

村が負担することとされています。知多５市５町では、こ

の制度を実施していないのは南知多町だけです。子供から

大人まで大切な命を守るためのヘルメット購入に対する

この補助制度の導入はできないか。 

③  本町において自転車による事故防止のための啓発を目

的に、小中学校等でのヘルメット着用や自転車の安全運転

のための教育はどのようにおこなっているのか。 



№1 

議会事務局 

処 理 欄 

令和５年８月１５日受付 

質 問 順 位  第 ２ 番 

令 和 ５ 年 ８ 月 1 5 日

 南 知 多 町 議 会 議 長  殿 

南知多町議会議員 

  榎戸 陵友 

一 般 質 問 通 告 書 

質 問

事 項

質問の要旨（詳細・具体的に記入） 希 望

答弁者

一

積
極
的
に
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業
や
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業
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致
を

町
長
・
副
町
長
・
教
育
長
・
関
係
部
課
室
長

 企業誘致は、地域の雇用や税収の確保、交流人口の拡大、地元産品・

資源の活用などを目的に各自治体が色々な取り組みをしています。 

 それぞれの自治体が努力をしているし、戦略や施策もさまざまであ

る。あくまでも、企業側が立地先を決定するので、大変難しい事業でも

あります。 

 しかしながら、現在、企業の目は、地方に向いていると言われていま

す。 

 少子高齢化の進展で生産年齢人口の減少が、全国的な課題となってい

る、今、良好なワークライフの実現など、働く人の多様なニーズに応え

ていくことが、企業の課題とされています。また、新型コロナ感染拡大

により、都市部の企業では、会社機能を分散化するため、地方へ事業所

を設置するニーズも高まっており、国もこうした動きを後押ししていま

す。 

 この状況を好機と考え、働く人のニーズやライフスタイルを的確に捉

え、本町特有の豊かな自然環境や、落ち着いた労働環境、そして、衣食

住遊が近場に揃う町として、都市部にはないこの魅力を積極的に PR し、

企業誘致を進めて行くべきと考えます。 

     そこで、以下の質問をさせていただきます。 



№２ 

質 問

事 項

質問の要旨（詳細・具体的に記入） 希 望

答弁者

１．本町では企業を誘致することの意義をどの様に認識しているか。 

２．企業を誘致することによる効果をどの様に考えているか。 

３．これまでの取り組みと近年の実績はどの様なものか。 

４．京都府では、企業等の立地促進に関する条例を施行し、補助金・税

の特例措置・低利融資などの立地支援策を実施している。５年に一度

の見直しにより近年では、物流関連産業特区や映像コンテンツ関連特

区なども創設された。本町においても参考にし、研究すべきではない

か。 

５．ポストコロナ社会へ向けて、テレワークを進めて来た企業の働き方

改革は今後あらゆる業種に広がり、社会全体の価値観や消費行動の変

化などとともに、ワーケーションやサテライトオフィスなどでの働き

方や休暇の取り方の変化が、一層進んでいくと考えている。そういっ

た施設の整備促進に取り組み、誘致活動をすべきと考えるがいかが

か。 

６. 閉校となった大井小学校の跡地利用について、企業からの問い合

わせはあったか。 

７．閉校となった師崎中学校の跡地利用について、企業からの問い合わ

せはあったか。 

８．先日、イチゴハウスを師崎字富士見ヶ丘地内に建設を予定している

事業者が、その施設への水道給水に多額の工事費用がかかるので困っ

ていると聞いたが、本町には、何か補助制度はないのか。なければ一

度、考慮する必要があると考えるがどうか。今後、進出して来る事業

者にも有効活用できるものであると考えるがどうか。 



№３ 

質 問

事 項

質問の要旨（詳細・具体的に記入） 希 望

答弁者

９．以前、前美浜町長の齋藤宏一氏がマグネデザイン株式会社を美浜町

に誘致したと報道で話題となりました。その会社は、美浜町と防災協

定を結ぶなど地域貢献もしているようです。石黒町長は、企業誘致に

ついていかがお考えか、所信をお尋ねいたします。



№1 

議会事務局 

処 理 欄 

令和 ５年 ８月１７日受付 

質 問 順 位   第 ３ 番 

令和 ５ 年 ８ 月 １５ 日

 南 知 多 町 議 会 議 長  殿 

南知多町議会議員 

内 田  保  

一 般 質 問 通 告 書 

質 問

事 項

質問の要旨（詳細・具体的に記入） 希 望

答弁者

１

つ
な
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り
を
育
む
文
化
行
政
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に

町
長
・
副
町
長
・
教
育
長
・
関
係
部
課
室
長

令和３年度の「公共施設等総合管理計画案」へのパブリックコメント

には次のような文化施設の貴重な意見が町民から提出されている。

① 図書館  散在する各地域に分散する図書類を集中し、公開できるよ

うにして図書館機能を充実する。

② 博物館(知多半島師崎地層群 新設) 充実  最近の研究と発掘で、化

石や文化財遺産が多く出土している。これらを保存展示し、生徒児

童の教育財産として活用することが求められています。この間の学

校適正化で生じた施設の再利用で生かされる と思います。また新た

な観光の目玉として活性化につながると思います。

③ 郷土(歴史)資料館  現行山海校舎にある資料を整備し、資料館と

して 整備公開する。

 南知多町の文化財は内田家や梅原邸、神社仏閣だけではない。人々が

生きた様々な過去の歴史資料・社会・生活・自然史資料、そして大井の

特攻兵器回天・震洋の倉庫跡や岩屋の軍人像等貴重な戦争遺跡もある。

これらを保存し、将来の町民に伝える財産にすべきである。

 しかし、最近提案されている「公共施設再配置計画案」において、山

海ふれあい会館を売却するとの案が出ている。また、旧内海高校の郷土

資料館から山海ふれあい会館に移設されている歴史資料等は将来、内海

小学校（現南知多中学校）に複合する計画になっている。



№２ 

質 問

事 項

質問の要旨（詳細・具体的に記入） 希 望

答弁者

１
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・
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・
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長

 先の歴史資料館等の町民が提案している文化財保護・公開等の具体的

な検討が曖昧な計画となっている。以下質問する

１ すでに資料が移転されている山海ふれあい会館は売却せず、郷土資

料館や博物館的機能をもつ会館として整備・機能を拡充する中で町民

に公開し、町民・子どもたちの財産にする事が必要ではないか。

２ 「南知多町文化財保存活用地域計画」（素案）には、学芸員資格な

ど、「専門知識を有した職員の雇用、ないしは人材育成が望ましい」

としている。文化財保存・活用・調査・評価・保管管理・文化財指定・

防災・防火等の保護活動には、「保存活用計画」にあるように専門的

職員の配置が必要である。課長職を兼ねた職員は存在するが、南知多

町として、学芸員資格をもつ専門家をもう１人配置をして、専門的・

専任的に今の文化財の総合的保護を具体的に進めることが必要では

ないか。

 他市町では、妊産婦保護・保育のいきとどいた施策の拡充がすすんで

いる。南知多町も次の施策を取り入れることを提案する。

１ 母子手帳が交付された妊産婦に対して、妊娠に関する治療だけでな

く、風邪等の保険適用の自己負担金を助成することで安心して産み育

てる条件を応援することが必要に思うがどうか。

２ 保育所における０歳から２歳児の紙おむつやおしりふきを無償提

供し、保護者の保育の負担を減らすことが必要に思うがどうか。

３ 公立・私立保育料を無償化することで、保護者の負担を軽減し、子

育てしやすい町、南知多町をアピールすることが必要ではないか。
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最近は、台風や地震による災害が多く発生している。避難所計画を始

めとした防災の危機管理対策、そして交通安全対策について質問する。

１ 今の生活に不可欠な電気は停電した場合、長期化すると生命や生活

に影響を及ぼす。停電の場合、役場と電力会社との適切な情報共有で、

住民への適切な情報周知が不可欠であると考えるがどうか。 

２ 断水により、トイレが使えない家庭が多く出ることが予想される。

災害時の権利を示すスフィア基準では、トイレの設置基準が「２０人

に１つの割合で設置」「男性と女性の割合は１対３」と定められてい

る。町は基準を満たしているか。

３ 宮城県利府町では普通免許で運転できる軽トラックを改造したト

イレカーを購入し災害に備えている。トイレカーは、災害対応だけで

なく、イベントにも使える。導入すべきでないか。

４ 多くの小中学校の体育館が避難所になっている。武豊町では、学校

教育での教育条件整備としても利用できるように、今年度中にすべて

の小中学校の体育館にガスエアコン設置がされる予定である。南知多

町の小中学校の体育館へのエアコン設置計画はどうなっているのか。

５ 令和５年４月１日からの自転車乗車時は全年齢でヘルメット着用

が道路交通法で努力義務とされた。要綱を作らず、知多半島で県から

のヘルメット購入への一部補助（最大２，０００円）を導入していな

いのは南知多町だけである。町は、要綱を直ちに作成し、県と相談し

つつ補助制度を導入すべきではないか。
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 安倍元首相の一言から、国は全国の自治体に対して１８歳・２２歳の

若者の就職勧誘依頼活動で、自衛隊への名簿提供の強制的協力要請を令

和２年度から行っている。南知多町でも、ＵＳＢで電子データを提供し

ている。これについて、私は４月２６日に町長に「南知多町の自衛隊募

集の『名簿提供』の中止の申し入れ」を提出した。これに対する５月２

９日の町側の『回答』について質問する。

１ 町は、「自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務であり、国の

求めに応じて事務的に協力する事務事業であることから、本町としま

しては、今後も自衛隊からの依頼に基づき本人の承諾を得ることなく

（ＵＳＢで電子データを直接渡す）情報提供を続けて参ります」と回

答した。

しかし、全国の国家公務員・地方公務員、民間の会社等の就職活動

で、自治体から個人情報を提供してもらって就職活動をしている事例

はありません。自治体は、トヨタ自動車や三菱電機に町民の個人情報

を提供しません。名簿提供を自衛隊だけに優遇せず、令和元年以前に

自衛隊がしていた住民基本台帳法の法令に定める平等な手続きであ

る「閲覧」で対応させるべきではないか。

２ 自治体が直接電子データを提供することに、町としても個人情報の

保護に配慮するとして、「自衛隊からの情報提供の依頼があった際に、

町広報誌及びホームページにおいて自衛官等の募集案内が送付され

る旨及び送付を希望しない方は自衛隊に連絡していただく旨を案内

することといたします。」と回答した。これは、本来は自治体がする

べき個人情報の保護の責任を本人個人にすり替えるものである。「町

は個人情報を提供してしまったけれど、本人のあなたが嫌なら半田自
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衛隊事務所に連絡してね」という責任を転嫁する卑怯なやり方といっ

てよい。武豊町や半田市のように、当該自治体が情報提供を希望しな

い人については名前の確認をし、責任をもって名前を排除することが

必要ではないか。
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                             令 和５年８月１８日 

 南 知 多 町 議 会 議 長  殿 

南知多町議会議員 

   吉 原 一 治 

一 般 質 問 通 告 書 
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本町の産業全般と深く関わる水産資源と漁業経営を巡っては、漁場環

境の変化や資源の減少、後継者の確保・育成など、多くの課題を抱えて

います。

愛知県の漁業・養殖業の生産量は、令和元年には 75,514 トンで、10

年前に比べ 23％減少しました。海苔養殖は同じく 49％の減少。内湾性

のエビやシャコ・カレイなどの底もの魚介類も４分の１ほどに激減して

います。 

海面漁業経営体数は 24％、養殖業経営体数は 32％それぞれ減少しま

した。 

さらに食用魚介類の一人当たり消費量も 24％減っています。 

このような厳しい現状に対して、愛知県は令和 3 年度からの 10 年間

の計画期間で、漁業振興計画を策定し、水産業の持続的な発展のための

施策を示しました。 

まず、この計画に基づく事業が、本町においてどのように実施され、

どういう成果を上げているかを質問します。 

１．県の振興計画では、3 つの大きな柱が示されている。その一つ、「豊

かな水産資源を育む海づくり」の中で、栽培漁業の強化がうたわれてい

るが、本町において、どのように強化され、その効果はどうなっている
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のか。

２．二つ目の柱である、「漁業者が儲かる経営体づくり」の中では、新

たな養殖業への支援、ノリなどの藻類養殖業への支援強化があるが、こ

の施策はどのように展開され、その成果はみられるか。

３．三つ目の柱は、「未来につながる水産業の構造改革」で、ここでは

漁港施設の整備推進や地域の拠点となる施設整備が挙げられている。具

体的に、どのような施設整備が実施され、今後、本町で予定されている

整備事業は何か。

また、豊浜漁港内にも長らく活用されていない石之浦の埋立地がある

が、この活用についての見通しと、町としての考えはどうか。
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南知多町の基幹産業である漁業においては、その後継者や新たな漁業

の担い手の確保・育成は重要な課題です。漁業を目指す若い世代の育成

を、県と協力しながら進めることは、愛知県の漁業を担う本町の務めだ

と思います。

そこで、漁業を持続的で、夢のある産業とするために、次の質問をし

ます。

１．愛知県の漁業の中心地である本町に、水産・漁業に夢をもって取り

組む若者を育てる教育機関として、水産高校を設置することについて

は、町としてどのように考えるか。

２.本町には、水産業に関わる試験研究機関として、県の漁業生産研究所

がある。

水産業を目指す若者を育成する教育機関と、水産業の研究機関、そし

て愛知の漁業を支える本町の漁業関係者とが協力する拠点の整備拡充

を図ることで、漁業や水産業の新たな展開が期待でき、若者の希望にな

るのではないかと思うが、町長はどう思うか。
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 南 知 多 町 議 会 議 長  殿 

南知多町議会議員 

 森  宏 子  

一 般 質 問 通 告 書 
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 第 7 次南知多町総合計画の１－７「郷土愛、つながりを育む文化・ス

ポーツ」の現状と課題には、「伝統行事やスポーツ活動は、町民の交流の

場となり、健康で充実した余暇を過ごすために重要である一方、高齢化

に伴う参加者や後継者の減少を踏まえた活動の在り方の見直し、施設の

老朽化への対応が課題となっています。」とあります。また、目指すべき

将来像を抜粋いたしますと、「文化・スポーツ活動が、町民の交流や、健

康の維持増進につながることを目指します。」とあります。 

  そこで以下の質問をさせていただきます。 

１．山海ふれあい会館のグラウンド用トイレの設置について 

 山海ふれあい会館は、山海小学校跡地を利用して、教室２室と体育館

を公民館として、使用しています。また、グラウンドは自由広場として

サッカーやグラウンドゴルフに使用されています。最近では、特にグラ

ウンドゴルフでの使用が盛んで、３つの団体が交互に利用し、毎週述べ

１００人前後の利用者がいます。この山海ふれあい会館のグラウンドに

は屋外トイレがなく、月曜日の休館日と木曜日の管理人不在日はトイレ

を使用することができません。町財政の苦しい中ですが、利用者の利便

に供するためにもグラウンド内にトイレの設置を検討できないでしょう

か。または、休館日や管理人不在日であっても、会館内のトイレを利用

することはできないか。 



№２ 

質 問

事 項

質問の要旨（詳細・具体的に記入） 希 望

答弁者

町
長
・
副
町
長
・
教
育
長
・
関
係
部
課
室
長

２．山海ふれあい会館グラウンドの使用料について 

 山海ふれあい会館は駐車場も整備されており、まさしく町民のふれあ

いの場所となっております。また、グラウンドはきれいに整備され、多

くの町民がグラウンドゴルフやサッカーを楽しんでいます。しかし、こ

のグラウンドはスポーツ施設ではなく、自由広場となっているため無料

で利用されています。一方、施設を維持管理するためには草刈り、芝刈

りに伴う燃料費や山砂等の原材料費、その他消耗品等の経費がかかりま

す。厳しい町の財政状況を考えると、受益者負担原則のもと、使用料の

徴収を考えるべきときです。施設の売却、公共施設の再配置計画が進む

中、併せて使用料の徴収を検討すべきではないでしょうか。

３．町公民館内海分館集会室のスリッパ着用についてお聞きします。

 町公民館内海分館をいろいろな集まりで使用する際、２階の集会室だ

けスリッパに履き替えることになっています。手前の会議室は靴履きの

ままで使用できます。スリッパは衛生上の観点からもどうかと思います

し、スリッパを消毒するのも大変な手間だと思いますので、靴履きのま

まで利用できるように変更できないか。

４．内海観光センターの建築計画についてお聞きします。

内海観光センターは老朽化のため、令和４年度に解体されました。

解体後の千鳥ヶ浜の景色は素晴らしいですが、今後の建築計画はどのよ

うに進められているのか、答えられる範囲で説明をお願いします。
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 「線状降水帯」、台風や大雨の際、このキーワードが最近ではあたりま

えのように聞かれます。実は、平成２６年に広島県で起きた豪雨災害を

きっかけに、この言葉が注目されるようになったようです。 

 近年では、近海の海水温の上昇の影響もあり、台風はその勢力を維持

したままで上陸してきます。それに伴う雨雲も大きく発達し、従来では

考えられない、異常とも思える爪痕を各地に残しています。 

 超大型台風だから、異常気象だから仕方がないとして見過ごすのか。

または、河川改修など、今、できることをおこない、地域で降った雨水

を海まで流すことにより、流域の被害を少しでも減らすべく、河川の改

修から始まり避難するまでの、避難所を含めた対応について質問いたし

ます。 

１．内海地区の内海川改修に関しては過去の一般質問で何回か質問し、

その都度愛知県に対して要望を出してきました。その一つが、中橋の

架け替えを伴った河川拡幅改修工事です。 

  内海川の河川改修計画は昭和49年の豪雨災害を契機に改修事業が開

始されましたが、未だに完成していません。その間に災害レベルは格

段に脅威を増してきています。この中橋付近の改修工事が完了すると、

地域の内水氾濫に対して大きな効果があると考えます。 

  この事業の現在の進捗状況を教えてほしい。 
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２．内海の樫の木周辺での太陽光開発事業について、開発業者は住民説

明会において、開発による出水を緩和するため、貯水池の設置を住民

説明会で約束した。しかし、現在では、開発事業の頓挫により、その

後の貯水池の設置は進んでいません。すぐ隣を流れる内海川への流入

量を調整するための貯水池は必要な設備であると考えている。 

  現在及び今後の貯水池の設置についてはどのような状況か。また、

業者に代わって県と町で貯水池を設置することはできないのか。 

３．災害からの避難方法として地域でルールを決めたうえでの「車避難」

を推奨してきたが、近年「車中泊」のブームにより「車中泊避難」が

増えてきている。ペットと一緒に避難ができる、プライバシーが守ら

れる、感染症対策にもつながる、ということから、「車中泊避難」が

全国的に増加している。しかし、車種によっては横になれず「エコノ

ミークラス症候群」による体調不良を訴える人も多く、令和２年、高

知県において全国初の「車中泊避難に特化した避難訓練」が実施され

ました。その訓練は、ゾーニング、受付、巡回支援などの内容で、実

際に駐車場の仕切りから、避難所での注意事項の説明、巡回による健

康状態の確認までをおこなったそうです。本町でも今後増えると思わ

れる車中泊避難に対し、事前に車中泊専用避難所の設定、町民への説

明、意見交換などの対策が必要だと思われる。今後、本町でも対策を

講じ、実際の訓練を実施すべきと考えるがどうか。 

４．内海防災センターを地域の避難所として使えないかとの要望は以前

から出してきたが、センター裏山の崩壊が懸念され、避難所としての

指定は見送られてきた経緯がある。裏山の法面対策工事も終了し、今

後は、安全を確認したのち地域としての避難所に使用できるのを待っ

ているが、現在どのような状況か。また、町民会館（町民グラウンド）



№３ 

質 問

事 項

質問の要旨（詳細・具体的に記入） 希 望

答弁者

の駐車場及び周辺の門扉、塀（フェンス）の整備も法面対策工事終了

後の整備と聞いているが、いつ頃の整備になるのか。 

５．大規模な災害を想定した避難所開設訓練は過去にも何度か実施し、

受付の方法や避難所で使用する備品の取扱い訓練などを実施してき

ましたが、発災直後に、いつ、誰が、何をするのかについては、あま

り想定されていなかったように思います。実際、町職員は災害対策本

部の運営のなか発災直後に避難所の開設に携わることは難しく、避難

所となる学校の先生も学校にいる時間のときに一時的に対応できる

だけと想定されます。 

  そのため、地域の避難所を地域の住民で円滑に開設できるようにす

ることが重要であると考えます。そこで、一つの方策として、他の自

治体で導入している「避難所開設ＢＯＸ」というツールの情報が得ら

れました。「避難所開設ＢＯＸ」は、避難所に設置するもので、避難

所の開設に必要な作業が書かれている指示書や必要な資機材が入っ

ており、受付から運営までのスムーズな動きが行えるようにするため

のコンテナボックスです。「良いものは取り入れる」の考えで、是非、

町内の自主防災組織で紹介していただくのと、開設ＢＯＸを各避難所

のツールとして取り入れてもらいたいがどうか。 

６．私たちは災害などから身を守るのと同時に、火災保険などに加入し、

被災したときの復興の手助けになるよう備えを事前にしています。自

治体はどうしているのか少し調べてみると、自治体に向けた保険もあ

り、地震、火災、水災などを始め多くの種類があるそうです。本町も

そのような保険に加入しているのか。もし、加入しているようなら保

険の種類と、適用例があれば教えてほしい。 



№４ 

質 問

事 項

質問の要旨（詳細・具体的に記入） 希 望

答弁者

二
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ナ
ン
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 平成２８年に交付が開始されたマイナンバーカードですが、当初国民

の関心は低かったように思える。 

 その後、国が進めるマイナカード普及促進策として、マイナポイント

事業が開始されマイナカードを使って予約・申し込みをおこない、選ん

だキャッシュレス決済サービスでチャージやお買い物をすると 5,000 円

を上限に利用金額の 25％分のポイントがもらえる第一弾に続き、令和４

年１月からの第 2 弾では、健康保険証としての利用申し込み、公金受取

口座の登録をおこなった方に、それぞれ 7,500 円相当のポイントが付与

され、合計で 20,000 ポイントが付与されるとのことから国民の関心が

急速に高まり、各自治体に申し込みが殺到しました。 

 現在、マイナカードの利便性についてのメリットはもちろん、さまざ

まな問題点も指摘されていますが、記憶に新しいところでは、マイナカ

ードの顔写真を取り違えた事案、マイナポイント申請時の入力ミスなど

も起きています。 

 そこで、南知多町のマイナカード事業について以下の質問をします。 

１．本町でのマイナカードの交付率はどれほどか、年代及び国の平均数

値と合わせて出してほしい。 

２．本町でもマイナカードに関するトラブルがあれば内容と件数を出し

てほしい。 

３．マイナカードの良い面として、本人確認書類になる、健康保険証と

して使えるなど多くあり、今後はオンラインバンキングを始めとした

各種の民間のオンライン取引等での利用、証明書の電子化に対応する

ツールになるとの期待もある。マイナカードの利用法として、公的な

各種証明書などを入手する際、各地域にある郵便局、コンビニ等での

発行も各地ですでに始まっている地域もある。



№５ 

質 問

事 項
質問の要旨（詳細・具体的に記入） 

希 望

答弁者

  今後、本町においても公共施設再配置計画の問題もあることから、

このような利用法が前提になってくると思われるが、本町での取り扱

いの状況はどうか。 

４．子育て政策に関しても、マイナカードによる保育所の入所申込みや

児童手当の利用申請などがオンライン上でできる「子育てワンストッ

プサービス」が各地で行われているが本町での進捗状況はどうか。 

５．拡張機能としてマイナカードと Suica や PASMO の機能との連携、さ

らには地域公共交通などでの利用として、高齢者の割引及び無料化を

カードとして識別できる機能を実証実験している自治体もあるが、本

町での将来を含めて予定・計画はあるのか。 

６．マイナンバーは住民票を有するすべての方が持つ一人にひとつの 12

桁の番号で、社会保障制度、税制、災害対策などにも機関をまたいだ

情報のやり取りができる可能性に満ちたカードです。 

  それゆえに不安もそれ相応にお持ちの方も多いのも現実です。国の

方針も踏まえ、自治体でいろいろな使い方も可能と思えるが、このカ

ード事業の将来性をどのように活用していくのか、町の計画を聞かせ

てほしい。 


